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Ⅰ 期  日     令和２年５月２６日 火曜日 

Ⅱ 場  所     春日部市教育センター ２階 視聴覚ホール 

Ⅲ 開  会     １３時３０分 

Ⅳ 閉  会     １３時５６分 

Ⅴ 教育長及び出席委員 

教育長        鎌田 亨 

教育長職務代理者   金森 良泰 

教育委員       水沼 章文 

教育委員       岡田 新司 

教育委員       秋山 早苗 

Ⅵ 説明のための出席者 

【学校教育部】 

学校教育部次長兼学校総務課長            篠原 直樹 

学校教育部学務指導担当次長兼指導課長        舘野 俊之 

学校教育部参事兼学校総務課担当課長兼市民文化会館長 白石 雅昭 

学校教育部参事兼施設課長              宮野 和明 

学務課長兼学校給食センター所長           小岩井 稔之 

指導課教職員担当課長                小野  誠 

指導課担当課長兼教育相談センター所長        中川 貴子 

 【社会教育部】 

社会教育部長                    村田  誠 

社会教育部次長兼社会教育課長            神谷  司 

社会教育部参事兼中央公民館長            須藤 俊英 

文化財保護課長                   中野 達也 

文化財保護課担当課長兼郷土資料館長         實松 幸男 

スポーツ推進課長                  野口 美明 

スポーツ推進課スポーツ施設担当課長         伊田 孝史 

中央公民館事業担当課長               城田  徹 

Ⅶ 書記 

学校総務課 総務担当主幹              西川 宏之 

学校総務課 総務担当主査              芦野 太朗 
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Ⅷ 署名委員の指名 

岡田委員 

Ⅸ 会議に附した議案 

議案第１９号 春日部市社会教育委員の委嘱について 

議案第２０号 春日部市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第２１号 令和２年度春日部市一般会計（教育費）補正予算について 

報告第２１号 春日部市民間等プール補助金交付要綱の制定について 

報告第２２号 春日部市民間等プール利用補助事業実施要綱の制定について 
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Ⅹ 議題及び議事の大要 

※開会前に、転入管理職のあいさつ（人事異動者名簿の順に自己紹介） 

鎌田教育長 

 それでは、ただいまから５月定例教育委員会を開会いたします。 

 はじめに、本日の会議録署名委員を指名します。岡田委員、お願いします。 

 ３月定例教育委員会の会議録（案）については、先月、事務局より各委員に事前に配布

しています。質疑等があれば、お聞かせ願います。 

 [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 事前に配布した会議録（案）のとおりでよろしいですね。 

 [ 「結構です」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 ３月の会議録（案）は、事前に配布した会議録のとおり承認されました。それでは事務

局、会議終了後、前回署名委員の署名をいただいてください。 

 それでは議事に入ります。 

 はじめに、議案第１９号 春日部市社会教育委員の委嘱についてを議題とし、説明を求

めます。 

 神谷課長、お願いします。 

神谷社会教育部次長（兼）社会教育課長 

 議案第１９号、春日部市社会教育委員の委嘱について、提案理由及びその主な内容につ

きまして、説明申し上げます。 

 議案書１ページをご覧ください。 

はじめに、提案理由でございますが、春日部市社会教育委員の任期満了に伴い、社会教育

法第１５条及び春日部市社会教育委員条例第２条第２項の規定に基づき委嘱したく提案す

るものでございます。 

 社会教育委員は、社会教育に関し、必要な研究調査を行うとともに、年３回開催される

会議において、審議・諮問機関として教育委員会に助言を行うことを主な職務としており

ます。 

 なお、昨年度は、共生社会の実現に向けた社会教育のあり方についてを提言として取り

まとめたほか、成年年齢の引き下げに伴う成人式のあり方について助言をいただいている

ところでございます。 

 次に議案書２ページ、春日部市社会教育委員候補者名簿をご覧ください。 

 今回の委嘱候補者１５人の構成でございますが、学校教育関係者、社会教育関係者、家
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庭教育の向上に資する活動を行う者として、関係団体からご推薦をいただいた方が１１名、

学識経験者が２名、公募委員が２名となっております。 

 また、公募委員につきましては、３月１日から３月３１日までの募集に対して、２名応

募があり、書類選考や面接の結果、名簿番号１４番の山田農久さん、１５番の栗岡俊丈さ

んを候補者に選定したものです。 

 なお、今回、新たに社会教育委員をお願いする方は、名簿番号３番の 岡靖久さん、

４番の金重光江さん、５番の髙山まさ子さん、６番の松田洋子さん、８番の今村純雄さん、

１０番の小宮英展さん、１５番の栗岡俊丈さんの７人でございます。 

 説明は、以上でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

鎌田教育長 

 何かご質問はありませんか。 

  [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 ないようですので、これより採決をいたします。 

 議案第１９号 春日部市社会教育委員の委嘱について、原案どおり決するに賛成の委員

の挙手を求めます。 

[ 賛成者挙手 ] 

鎌田教育長 

 挙手全員であります。よって、議案第１９号は、原案どおり可決と決しました。 

 次に、議案第２０号 春日部市公民館運営審議会委員の委嘱についてを議題とし、説明

を求めます。 

 須藤館長、お願いします。 

須藤社会教育部参事(兼)中央公民館長 

 議案第２０号、春日部市公民館運営審議会委員の委嘱について、提案理由及び委員の候

補者につきまして、説明申し上げます。 

 議案書３ページをご覧ください。 

 はじめに提案理由でございますが、春日部市公民館運営審議会委員の欠員に伴い、春日

部市公民館運営審議会条例第３条の規定に基づき補欠委員を委嘱したく提案するものでご

ざいます。 

 議案書４ページをご覧ください。春日部市公民館運営審議会委員の候補者の名簿を掲載

させていただいております。 

 今回の欠員につきましては、学校教育関係者として、中学校長会よりご推薦をいただい

ておりました、豊野中学校長、鈴木修平様が転任されたこと、また、学識経験者として幸
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松地区自治会連合会よりご推薦をいただいておりました、栗原英之様が退任されたことに

より、委員に欠員が生じ、このたび、後任といたしまして、東中学校長、小林修様と、幸

松地区自治会連合会より髙﨑光英様がそれぞれご推薦をいただいたものでございます。 

 なお、任期につきましては、前任者の残任期間であります令和２年５月２６日から 

令和３年５月３１日までとなります。 

 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

鎌田教育長 

 何かご質問はありませんか。 

  [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 ないようですので、これより採決をいたします。 

 議案第２０号 春日部市公民館運営審議会委員の委嘱について、原案どおり決するに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 [ 賛成者挙手 ] 

鎌田教育長 

 挙手全員であります。よって、議案第２０号は、原案どおり可決と決しました。 

 次に、議案第２１号 令和２年度春日部市一般会計（教育費）補正予算についてを議題

としますが、議案２１号については、６月市議会定例会に上程する議案に関する事項であ

るため、春日部市教育委員会会議規則第１８条の規定により会議を非公開とします。 

 それでは、議案第２１号について、説明を求めます。 

 篠原次長、お願いします。 

篠原学校教育部次長 

 議案第２１号、令和２年度春日部市一般会計（教育費）補正予算について、提案理由及

びその主な内容について説明申し上げます。 

 議案書５ページをご覧ください。 

 提案理由でございますが、６月定例市議会に提案する令和２年度春日部市一般会計補正

予算に教育費補正予算を要求したく提案するものでございます。 

 次に、補正予算の内容につきましては、配布いたしました令和２年度春日部市一般会計

（教育費）補正予算書及び事業別概要書（第４号）に基づきまして説明申し上げます。 

 それでは、補正予算書１ページをご覧ください。 

 第１表、歳出予算補正で総括表でございます。 

 １０款、教育費、補正前の額、６２億６９９７万２千円から、３億８８５７万３千円を

増額し、補正後の額を６６億５８５４万５千円とするものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 
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 第２表、地方債補正でございます。公立小学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業

をはじめ２件の起債を行うものです。 

 次に、歳入及び歳出の事業別概要について、内容を説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。３ページをご覧ください。 

 最上段及び２段目、１４款、国庫支出金、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備

費補助金、１億２４６３万円の増及び、６７９８万円の増は、校内通信ネットワークを整

備することに対し、２分の１が国から交付されるため、補正するものです。 

 次に、３段目及び４段目、２１款、市債、公立小学校情報通信ネットワーク環境施設整

備事業債、１億１２１０万円の増及び公立中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業

債、６１１０万円の増は、校内通信ネットワーク整備に充てる市債です。 

 次に、歳出でございます。４ページをご覧ください。 

 最上段、学校教育支援事業３３５万３千円の増は、学校生活における児童への支援と安

全確保に必要な特別支援学級助手を増員するため、補正するものです。 

 次に、２段目及び３段目、小学校情報教育推進事業、２億４９２６万円の増、及び、中

学校情報教育推進事業、１億３５９６万円の増は、学校のＩＣＴ環境の充実を図ることか

ら、校内通信ネットワーク環境施設を整備するため、補正するものです。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

鎌田教育長 

 何かご質問はありませんか。 

水沼委員 

 歳出補正予算について、小学校情報教育推進事業及び中学校情報教育推進事業では、Ｉ

ＣＴ環境の充実を図るとありますが、Ｗｉ-Ｆｉの整備かなと理解しているところですが、   

事業内容の詳細を教えていただきたい。 

 また現在、小学校、中学校においてタブレット端末の普及はされているのでしょうか。

春日部市内の小・中学校のタブレット端末の普及率はどのようになっているのか、お聞か

せください。 

鎌田教育長 

 篠原課長、お願いします。 

篠原学校教育部次長（兼）学校総務課長 

 今回の補正予算につきましては、ＧＩＧＡスクール構想によるものとなっております。 

 事業内容の詳細ですが、令和５年末までに１人１台のパソコンを整備する。 

 この１人１台のパソコンを稼働させるために、校内ＬＡＮの整備もする。既に１ギガの

ＬＡＮが整備されておりますが、１人１台のパソコンを稼働させるためには容量が不足し

ますので１０ギガのネットワーク環境を整備します。その後、各学校の教室、特別教室、

体育館等にＷｉ-Ｆｉの機械を設置いたしまして、基本的には校内の建物内であれば、パ

ソコンからＷｉ-Ｆｉがつながるようになります。 
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 また、１人１台のパソコンを導入するにあたり、各教室に保管ができ、充電ができ、パ

ソコンの更新が行なえる特殊なキャビネットを設置いたします。 

 いま申し上げました３点を整備するための補正予算となっております。 

 続きましてタブレットの普及率についてですが、現在パソコン１４０３台、タブレット

が６１０台となっております。普及率で申し上げますと、児童・生徒が約１万６０００人

ですので、１２．５人に１台となっております。 

 以上でございます。 

鎌田教育長 

 パーセントでは、そう言うことですが、数で言うと具体的にどの位ですか。学校毎のタ

ブレットの数を教えてください。 

篠原学校教育部次長（兼）学校総務課長 

 タブレットにつきましては、全体で６１０台でして、中学校につきましては１０台、小

学校につきましては２０台の整備状況です。 

鎌田教育長 

 これが基本ですので、中学校には各校に１０台ずつ、小学校には各校に２０台ずつです

ので、児童・生徒数によってパーセンテージは変わることになります。 

 第二段階として、今回の６月補正ではネットワーク関係を増強していき、ＧＩＧＡスク

ール構想でも国の方からは、次の段階で、また予算の確保に努めていくようになると思い

ます。 

水沼委員 

 パソコン、タブレットを、今回の長期休校期間中に児童・生徒に貸し出した実情はあり

ますでしょうか。 

鎌田教育長 

 舘野課長、お願いします。 

舘野学務指導担当次長（兼）指導課長 

 学校からパソコンあるいはタブレットについては、学校の備品でございまして、タブレ

ット内のソフト等のセキュリティーの問題等もございますことから、貸出を行っておりま

せん。ただし、今回ような措置が、今後も想定されるため、児童・生徒、家庭への貸し出

し等もふまえて、整備していきたいと考えております。 

水沼委員 

 ありがとうございました。 
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鎌田教育長 

 他にはありませんか。 

  [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 ないようですので、これより採決をいたします。 

 議案第２１号 令和２年度春日部市一般会計（教育費）補正予算について、原案どおり

決するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 [ 賛成者挙手 ] 

鎌田教育長 

 挙手全員であります。よって、議案第２１号は、原案どおり可決と決しました。 

 会議の非公開を解き、これより、会議を公開とします。 

 以上で、議案の審議を終了し、報告に移ります。 

 はじめに、報告第２１号 春日部市民間等プール補助金交付要綱の制定についてを議題

とし、説明を求めます。 

 野口課長、お願いします。 

野口スポーツ推進課長 

 報告第２１号、春日部市民間等プール補助金交付要綱の制定について、報告いたします。 

 議案書６ページをご覧ください。 

 市民の健康増進、並びにスポーツの振興を図るため、市と協定を締結した民間等プール

を利用する市民に対して、補助を行っているところでございます。 

 令和２年度から、利用料金の区分が変更されたことに伴い、新たな利用区分に対応する

ため、平成３０年３月２８日制定の旧要綱を廃止し、新たに春日部市民間等プール補助金

交付要綱を制定したものです。 

 議案書９ページをご覧ください。 

 民間プールである東武スーパープールにおいて、大人料金が、これまで中学生以上であ

ったものを、大学生以上と変更となり、中学生及び高校生につきましては、新たな料金体

系に変更されたところでございます。 

 なお、この要綱は、令和２年５月２０日に制定し、同日に施行されております。 

報告第２１号につきましては、以上でございます。 

鎌田教育長 

 区分が変わったということですが、補助金そのものは変わってないということですね。 

野口スポーツ推進課長 

 はい。補助金には変更ございません。 
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鎌田教育長 

 何かご質問はありませんか。 

 [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 次に、報告第２２号 春日部市民間等プール利用補助事業実施要綱の制定についてを議

題とし、説明を求めます。 

 野口課長、お願いします。 

野口スポーツ推進課長 

 報告第２２号、春日部市民間等プール利用補助事業実施要綱の制定について、報告いた

します。 

 議案書１５ページをご覧ください。 

 報告第２１号で説明いたしました、春日部市民間等プール補助金交付要綱と同様に、新

たな利用料金の区分に対応するため、平成３０年３月２８日制定の旧要綱を廃止し、新た

に春日部市民間等プール利用補助事業実施要綱を制定したものです。 

 次に１９ページをご覧ください。 

 様式第１号、春日部市民間等プール利用補助券等申込書の様式について、申込者がより

わかりやすく、そして、より記入しやすい様式に、今回、見直しを行ったところでござい

ます。 

 なお、この要綱は、令和２年５月１８日に制定し、同日に施行されております。 

 報告第２２号につきましては、以上でございます。 

鎌田教育長 

 何かご質問はありませんか。 

 [「ございません」と言う人あり ] 

鎌田教育長 

 以上で、報告を終了します。 

 それでは、次回教育委員会の日程をお願いします。 

篠原学校教育部次長 

 ６月定例会につきましては、６月２５日、木曜日、午後３時から、本会場、教育センタ

ー２階視聴覚ホールでの開催を予定しております。 

よろしくお願いいたします。 

鎌田教育長 

 以上で、５月定例教育委員会を閉会いたします。 


